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民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
に
お
け
る
基
本
的
問
題
の
設
定

　
　
　
　
　
基
本
的
問
題
の
提
起
（
基
本
的
態
度
決
定
）

内

池

慶

四

郎

民法九七条・五二六条における基本的問題の設定

一
　
発
端
ー
津
田
論
文
の
問
題
提
起

二
　
近
時
学
説
の
情
況

　
イ
　
星
野
論
文

　
ロ
　
北
川
批
判
（
「
民
法
学
の
歩
み
」
）

三
　
基
本
的
課
題
の
所
在

　
（
1
）
　
星
野
論
文
に
お
け
る
「
起
草
者
の
意
思
」
の
問
題

　
（
2
）
　
対
立
す
る
起
草
者
・
起
案
者
の
意
見
と
法
の
定
立

　
（
3
）
　
所
謂
「
歴
史
的
解
釈
方
法
」
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
意
味

　
（
4
）
　
法
の
不
備
欠
訣
と
学
説

四
　
出
発
点
に
立
ち
戻
っ
て
1
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
の
現
在
的
意
味

　
イ
　
近
代
的
通
信
制
度
の
発
達
と
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
の
存
在
意

　
　
義

　
ロ
　
近
時
学
説
の
態
度

　
ハ
　
「
隔
地
者
」
と
「
対
話
者
」
の
問
題
性

五
　
近
時
の
通
信
機
器
の
発
達
と
意
思
表
示

　
（
1
）
　
通
信
時
間
の
短
縮
と
発
信
・
到
達
に
よ
る
区
別
の
関
係
－
民

　
　
　
法
典
の
死
法
化
P

　
（
2
）
　
通
信
期
間
の
短
縮
と
い
う
要
因

　
（
3
）
　
表
示
方
法
の
「
化
形
化
」
の
要
因

　
（
4
）
　
新
た
な
表
示
方
法
に
対
す
る
法
的
対
処
の
問
題

　
（
5
）
　
前
記
の
「
解
釈
の
歴
史
性
」
に
つ
い
て
の
補
注

　
（
6
）
　
本
論
文
に
お
け
る
基
本
的
問
題
の
提
起

　
A
　
意
思
表
示
に
固
有
の
問
題
－
成
立
・
効
力
発
生
時
期
に
関
す
る

　
　
民
法
九
七
条
の
規
定
対
象

　
B
　
契
約
H
法
律
行
為
に
固
有
の
問
題
ー
契
約
の
成
立
・
発
効
要
件

　
C
　
意
思
表
示
の
問
題
と
契
約
の
問
題
と
の
関
連
性

　
D
　
「
契
約
の
成
立
時
期
」
を
定
め
る
五
二
六
条
の
実
益
に
関
す
る
疑
問

－
解
題
1
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一
　
発
端
－
津
田
論
文
の
問
題
提
起

　
か
つ
て
津
田
利
治
「
我
国
私
法
学
に
於
け
る
所
謂
目
的
論
的
解
釈
へ
の
疑
問
」
（
津
田
利
治
『
会
社
法
以
前
』
（
私
家
版
）
・
津
田
利
治

目
内
池
慶
四
郎
『
神
戸
寅
次
郎
民
法
講
義
』
（
慶
鷹
通
信
・
平
成
八
年
）
三
六
九
頁
以
下
所
収
）
は
、
神
戸
寅
次
郎
先
生
記
念
論
文
集
（
法

学
研
究
三
八
巻
一
号
）
所
収
の
諸
論
文
を
評
し
、
神
戸
法
学
の
結
論
が
現
代
法
学
か
ら
見
て
、
な
お
妥
当
適
切
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
何
故
に
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
点
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
三
七
一
頁
）
。

　
所
謂
概
念
法
学
の
代
表
的
学
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
来
た
神
戸
寅
次
郎
の
法
学
的
方
法
論
が
正
し
く
な
い
も
の
な
ら
ば
、
仮
に
そ
の

結
論
が
偶
々
適
切
妥
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
誤
れ
る
方
法
が
偶
然
に
的
を
射
た
に
過
ぎ
な
い
ま
ぐ
れ
当
た
り
で
、
特
別
に

学
問
上
意
味
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
神
戸
学
説
を
検
討
し
た
後
世
の
研
究
者
が
神
戸
学
説
の
出
し
た
結
論
を
異
口
同
音
に

支
持
す
る
と
し
た
ら
、
神
戸
学
説
が
何
故
に
そ
の
こ
と
を
可
能
と
し
た
か
、
そ
の
点
を
虚
心
に
考
察
す
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
が
津
田
批
判
の
要
点
で
あ
ろ
う
。

2

二
　
近
時
学
説
の
情
況

　
イ
　
星
野
論
文

　
星
野
英
一
「
編
纂
過
程
か
ら
み
た
民
法
拾
遺
ー
民
法
九
二
条
・
法
例
二
条
論
、
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
・
五
二
一
条
論
1
」

（
法
協
八
二
巻
三
号
・
五
号
（
昭
和
四
一
年
）
・
『
民
法
論
集
第
一
巻
』
（
有
斐
閣
・
昭
和
四
五
年
）
一
五
一
頁
以
下
所
収
）
は
、
法
解
釈
に
お

い
て
各
条
文
の
起
草
過
程
を
歴
史
的
に
研
究
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
、
そ
の
発
想
の
下
に
法
典
調
査
会
の
審
議
過
程
に
現
れ

た
各
起
草
委
員
の
論
議
を
詳
細
に
跡
付
け
て
、
そ
の
今
日
的
意
義
（
例
え
ば
論
議
の
学
問
的
レ
ベ
ル
の
高
さ
、
慣
習
の
顧
慮
、
立
法
の
周
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到
さ
等
）
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
に
お
い
て
星
野
論
文
は
、
そ
れ
以
後
の
我
国
の
学
問
的
情
況
を
、
例
え
ば
九
七
条
・

五
二
六
条
の
解
釈
を
め
ぐ
る
概
念
的
論
議
の
不
毛
性
を
著
例
と
し
て
嘆
じ
て
い
る
。

　
ロ
　
北
川
批
判
（
「
民
法
学
の
歩
み
」
）

　
前
記
星
野
論
文
に
対
し
て
、
北
川
善
太
郎
「
民
法
学
の
歩
み
」
（
法
律
時
報
三
九
巻
一
号
（
昭
和
四
二
年
）
一
〇
三
頁
以
下
・
三
号
一

〇
一
頁
以
下
）
は
、
同
論
文
の
提
唱
す
る
制
定
過
程
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
解
釈
学
上
の
方
法
を
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ
も
（
一
号

一
〇
四
頁
）
、
な
お
契
約
成
立
と
意
思
表
示
の
発
信
主
義
・
到
達
主
義
の
対
立
を
め
ぐ
る
間
題
に
関
し
て
は
、
本
論
文
に
お
け
る

「
起
草
者
の
解
釈
論
に
対
す
る
高
い
評
価
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
観
念
的
な
論
議
に
傾
い
た
そ
の
後
の
学
説
に
対
す
る
否
定
的
な
評

価
と
な
っ
て
、
は
ね
返
っ
て
い
る
き
ら
い
が
な
い
で
も
な
い
。
」
（
三
号
一
〇
三
頁
）
と
評
し
て
い
る
。

　
北
川
説
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
後
の
諸
学
説
も
、
一
応
は
、
そ
の
概
念
論
の
中
に
も
、
実
質
的
争
点
を
あ
げ
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
、

諸
学
説
の
民
法
学
史
上
の
意
義
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
す
る
（
一
〇
三
頁
）
。

　
曰
く
「
た
と
え
ば
、
文
理
的
に
は
、
九
七
条
の
意
思
表
示
に
『
承
諾
』
も
入
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
一
般
H
特

別
・
例
外
規
定
の
関
係
を
見
る
方
が
、
承
諾
は
九
七
条
に
入
っ
て
い
な
い
と
み
る
起
草
者
の
立
場
よ
り
、
解
釈
論
と
し
て
は
抵
抗
が

な
い
。
ま
た
、
起
草
者
に
お
い
て
は
、
法
律
事
実
と
し
て
の
意
思
表
示
の
成
立
・
効
力
発
生
と
法
律
行
為
・
契
約
の
成
立
と
の
論
理

的
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
区
別
は
、
問
題
の
正
確
な
処
理
の
た
め
に
は
有
用
で
あ
る
（
こ
れ
を
、
当
否
は
さ
て

お
き
、
も
っ
と
も
厳
密
に
貫
く
の
が
神
戸
説
。
田
中
実
「
契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
ー
神
戸
先
生
の
所
説
の
再
認
識
1
」
法
学
研
究
三
八
巻

一
号
（
昭
和
四
〇
年
）
七
七
頁
以
下
参
照
）
。
こ
う
し
た
点
を
た
ん
に
概
念
論
と
い
う
一
言
で
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
起
草
者
の
法
理
論
と
そ
の
後
の
学
説
の
法
論
理
と
を
ど
う
扱
う
の
か
の
間
題
と
も
つ
な
が
る
」
（
一
〇
三
頁
）
。

　
ま
た
北
川
説
は
、
星
野
論
文
の
解
釈
方
法
に
つ
い
て
い
う
。

「
本
論
文
は
、
直
接
に
は
起
草
過
程
を
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
の
成
果
は
、
氏
の
解
釈
論
を
た
て
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

3
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の
解
釈
論
に
は
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の
後
の
学
説
や
判
例
を
ぬ
き
に
、
立
法
者
意
思
説
で
な
い
に
し
て
も
、
い
わ
ば
中

間
省
略
的
に
起
草
過
程
の
分
析
を
解
釈
論
に
つ
な
ぐ
方
法
に
は
疑
問
が
あ
ろ
う
」
（
一
〇
三
頁
）
。
傍
論
的
な
記
述
と
し
て
「
会
員
の

中
に
は
、
基
礎
研
究
と
し
て
の
起
草
過
程
分
析
に
終
始
し
、
解
釈
論
に
ま
で
及
ば
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
意
見
も
わ
り
に
あ
っ

た
」
（
一
〇
三
頁
）
と
い
う
。

三
　
基
本
的
課
題
の
所
在

　
（
1
）
　
星
野
論
文
に
お
け
る
「
起
草
者
の
意
思
」
の
問
題

　
星
野
論
文
は
、
解
釈
方
法
論
と
し
て
立
法
者
意
思
説
を
採
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
な
お
起
草
過
程
を
重
視
す
る
。
「
立
法
者
の
意

思
」
で
は
な
く
、
「
起
草
者
の
意
思
」
P
を
解
釈
の
重
要
な
指
針
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
北
川
説
か
ら
の
批
判
即
ち
、
そ
の

後
の
学
説
・
判
例
を
ぬ
き
に
し
て
「
中
間
省
略
的
に
起
草
過
程
の
分
析
を
解
釈
論
に
つ
な
ぐ
方
法
」
と
い
う
非
難
を
蒙
る
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
北
川
説
に
し
て
も
「
基
礎
研
究
」
と
し
て
の
起
草
過
程
の
分
析
に
は
異
議
が
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
制
定
過
程
に
立
ち

戻
る
解
釈
論
そ
の
も
の
に
は
解
釈
論
上
の
い
く
ば
く
か
の
価
値
を
肯
定
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
所
謂
「
立
法
者
意
思
」
と
起
草
過
程
の
分
析
“
起
草
者
の
意
思
と
は
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
が
問
題
と
な
る
。
所
謂

「
法
律
意
思
説
」
の
立
場
か
ら
、
起
草
過
程
の
分
析
・
研
究
は
、
現
在
の
法
律
の
意
味
内
容
を
探
索
す
る
上
で
の
一
資
料
（
か
な
り

に
重
要
だ
と
し
て
も
）
だ
と
す
れ
ば
、
起
草
者
の
与
え
た
意
味
づ
け
は
、
法
制
定
後
の
学
説
・
判
例
を
含
む
法
解
釈
の
た
め
の
多
く

の
材
料
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
故
に
起
草
過
程
の
分
析
か
ら
直
接
に
解
釈
論
を
導
く
と
す
れ
ば
、
北
川
説
の
い
う
「
中
間
省
略
的
解
釈
」
と
い
う
非
難
を
免

れ
ず
、
そ
れ
に
答
え
る
に
は
、
起
草
者
の
見
解
が
学
問
的
・
実
務
的
に
い
か
に
そ
の
後
の
学
説
・
判
例
よ
り
優
れ
て
い
た
か
を
論
証

4
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せ
ざ
る
を
得
な
い
（
解
釈
者
に
よ
る
価
値
判
断
）
。
星
野
論
文
に
お
け
る
富
井
政
章
・
穂
積
陳
重
ら
の
起
草
委
員
の
解
釈
論
に
つ
い
て

の
積
極
的
評
価
は
、
こ
の
傾
向
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
解
釈
方
法
論
と
し
て
、
所
謂
「
立
法
者
意
思
説
」
の
立
場
を
採
る
と
す
れ
ば
、
起
草
過
程
の
分
析
は
、
制
定
当
時

に
お
け
る
立
法
の
目
的
を
認
識
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
手
段
と
な
り
、
そ
の
後
に
お
け
る
法
改
正
・
新
立
法
（
も
と
よ
り
成
文
法
に

限
ら
れ
ず
慣
習
法
・
判
例
法
の
成
立
を
含
む
）
が
な
い
限
り
は
、
法
規
の
内
容
は
立
法
当
時
の
歴
史
的
内
容
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
後

の
学
説
・
判
例
は
そ
の
歴
史
的
意
味
の
認
識
・
確
認
に
止
ま
る
か
ら
、
当
否
の
区
別
は
あ
る
に
し
て
も
、
規
定
内
容
に
は
影
響
し
な

い
。
こ
の
意
昧
で
「
中
間
省
略
的
解
釈
」
は
あ
り
得
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
意
思
説
に
言
う
「
立
法
者
」
と
は
、
個
々
の
規
定
の
「
起
草
者
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

立
法
者
の
意
思
と
は
、
法
と
し
て
定
立
さ
れ
た
規
定
の
規
範
的
意
味
内
容
を
い
う
の
で
あ
り
、
単
純
に
は
当
該
規
定
の
立
法
趣
旨
・

立
法
の
ね
ら
い
・
立
法
政
策
と
い
っ
て
も
良
い
。

　
ヘ
ッ
ク
（
ワ
自
9
ぎ
O
①
ω
9
器
鐙
島
一
①
讐
轟
琶
α
H
旨
Φ
お
ω
器
三
仁
誘
質
＆
①
目
。
》
亀
」
声
ピ
一
ε
の
説
く
利
益
法
学
の
見
解
に
従

え
ば
、
具
体
的
に
は
解
決
を
必
要
と
す
る
一
定
の
利
益
対
立
H
利
益
状
態
に
関
し
て
（
問
題
と
さ
れ
る
場
面
に
つ
い
て
）
、
い
か
な
る

決
定
（
ど
の
よ
う
な
利
益
が
ど
の
よ
う
な
利
益
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
・
程
度
に
保
護
さ
れ
た
か
）
が
下
さ
れ
た
か
と
言
う
利
益
判

断
・
利
益
裁
断
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
成
文
法
に
関
し
て
は
、
か
か
る
決
定
の
資
格
・
能
力
あ
る
も
の
は
立
法
機
関
で
あ
り
、
そ
の

立
法
機
関
が
「
立
法
者
」
で
あ
り
、
そ
の
権
限
の
実
現
に
よ
る
立
法
作
業
が
「
立
法
者
の
意
思
」
的
活
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
権

限
・
能
力
な
け
れ
ば
「
意
思
」
は
あ
り
得
な
い
）
。

　
古
代
の
帝
王
は
い
ざ
知
ら
ず
、
現
代
の
立
法
作
業
に
お
い
て
は
起
草
者
と
い
う
存
在
は
、
立
法
作
業
の
一
環
と
し
て
原
案
の
起

案
・
審
議
・
編
纂
に
携
わ
る
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
立
法
の
権
限
も
能
力
も
、
従
っ
て
ま
た
意
思
も
持
ち
得
な
い
。
要
す
る
に

起
草
者
の
意
思
は
、
立
法
者
の
意
思
で
は
な
い
。

5
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も
と
よ
り
立
法
の
歴
史
的
内
容
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
立
法
過
程
に
お
け
る
起
案
事
情
を
知
る
こ
と
が
最
も
直
接
か
つ
簡
便
な

方
途
で
あ
る
故
に
、
起
草
過
程
の
分
析
は
法
解
釈
の
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
起
草
者
の
発
言
は
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
資
料
で
は
あ

る
。
し
か
し
審
議
の
途
上
に
お
け
る
主
張
や
議
論
そ
れ
自
体
が
、
直
ち
に
法
と
し
て
定
立
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
複
数
の
起
草

者
の
意
見
が
衝
突
し
、
誤
解
や
錯
誤
に
よ
る
場
合
も
あ
り
、
編
集
上
の
失
策
も
あ
り
得
る
。
何
が
議
論
さ
れ
果
た
し
て
何
が
決
議
さ

れ
、
何
が
最
終
的
に
立
法
さ
れ
た
の
か
、
即
ち
ど
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
い
か
な
る
決
定
が
法
と
し
て
定
立
さ
れ
た
の
か
を
判
定

す
る
こ
と
は
、
立
法
過
程
の
審
議
を
追
究
し
て
も
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
民
法
九
七
条
と
五
二
六
条
と
の
立
法
に
関
し
て
は
、

実
に
こ
の
点
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

6

　
（
2
）
　
対
立
す
る
起
草
者
・
起
案
者
の
意
見
と
法
の
定
立

　
民
法
九
七
条
と
五
二
六
条
と
は
、
法
典
調
査
会
の
審
議
に
お
い
て
起
草
委
員
の
間
で
最
も
意
見
の
鋭
い
対
立
を
見
た
規
定
で
あ
る
。

審
議
の
末
に
定
立
さ
れ
た
規
定
の
文
言
が
比
較
的
に
簡
明
・
単
純
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
論
議
さ
れ
た
論
点
は

極
め
て
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。

　
規
定
は
定
立
さ
れ
な
が
ら
、
法
典
調
査
会
の
起
草
委
員
た
ち
の
論
議
は
、
そ
の
ま
ま
規
定
の
解
釈
の
場
面
に
持
ち
越
さ
れ
、
そ
の

後
の
学
説
の
対
立
に
引
き
継
が
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
五
二
六
条
の
解
釈
論
と
し
て
現
在
の
通
説
と
さ

れ
る
発
信
原
則
説
の
内
容
は
、
法
典
調
査
会
の
委
員
間
に
お
け
る
主
流
な
い
し
支
配
的
主
張
を
、
か
な
り
に
忠
実
に
再
現
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
九
七
条
と
五
二
六
条
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
を
起
案
し
た
起
草
委
員
（
梅
謙
次
郎
と
富
井
政
章
）
の
基
本
的
主
張
は

画
然
と
隔
た
っ
て
い
る
し
、
そ
の
衝
突
す
る
主
張
が
各
条
文
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
に
立
法
に
実
現
さ
れ
た
か
は
別
問
題
な
の
で
あ

る
。



　
い
う
な
ら
ば
現
在
の
通
説
は
、
そ
れ
が
立
法
過
程
を
重
視
す
る
限
り
、
覆
面
し
た
起
草
者
（
そ
れ
も
対
立
す
る
起
草
者
）
意
思
説

と
も
言
う
べ
き
解
釈
で
あ
り
、
審
議
過
程
に
お
け
る
支
配
的
主
張
が
、
定
立
さ
れ
た
規
定
の
文
言
の
中
に
、
そ
の
ま
ま
に
立
法
化
さ

れ
た
も
の
と
見
る
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
意
思
は
、
個
々
の
起
草
者
の
意
見
・
主
張
は
ど
う
あ
れ
、
現
実
に
定
立
さ
れ
た
法
規
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
法
規
の
定
立
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
規
範
の
内
容
で
あ
る
。
具
体
個
別
的
事
情
に
お
け
る
起
草
者
の
意
見
・
意
図
・
主
張
は
、

当
該
規
定
成
立
の
た
め
の
動
機
と
か
背
景
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
定
立
さ
れ
た
法
規
の
内
容
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。

民法九七条・五二六条における基本的間題の設定

　
（
3
）
　
所
謂
「
歴
史
的
解
釈
方
法
」
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
意
味

　
ヘ
ッ
ク
の
利
益
法
学
に
お
け
る
解
釈
方
法
論
に
お
い
て
は
法
解
釈
の
基
本
的
方
法
と
し
て
、
「
歴
史
的
解
釈
」
と
「
主
観
的
解
釈
」

と
い
う
二
本
の
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
の
「
歴
史
的
解
釈
」
と
し
て
彼
が
主
張
す
る
の
は
、
解
釈
の
対
象
た
る
法
規
の
内
容
を
そ
れ
が
定
立
さ
れ
た
「
時
点
」

に
お
い
て
立
法
者
が
与
え
た
意
味
を
厳
密
に
確
認
す
る
意
味
で
の
「
歴
史
性
」
で
あ
り
、
制
度
の
沿
革
・
背
景
を
無
限
に
過
去
に
遡

っ
て
探
求
す
る
と
い
う
史
学
的
探
求
を
指
す
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
ヘ
ッ
ク
的
な
意
味
で
の
「
歴
史
性
」
は
、
立
法
当
時
の
具
体
的
「
現
在
性
」
で
あ
り
（
そ
れ
故
に
彼
の
主
張
す
る
「
立
法
者
意

思
」
の
主
観
的
な
解
釈
に
接
合
す
る
）
、
解
釈
の
時
点
よ
り
見
て
の
過
去
性
H
歴
史
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
彼
の
「
歴
史
的
解

釈
」
は
あ
く
ま
で
も
実
定
法
の
解
釈
方
法
論
と
し
て
「
歴
史
的
解
釈
」
な
の
で
あ
り
法
史
学
的
意
味
で
の
（
例
え
ば
法
学
史
的
意
味

で
の
）
「
歴
史
的
」
解
釈
・
評
価
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。

　
利
益
法
学
は
あ
く
ま
で
も
実
用
法
学
と
し
て
の
一
つ
の
解
釈
方
法
論
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
法
現
象
を
対
象
と
す
る
学
問
の
領
域
と

し
て
の
他
の
分
野
た
る
法
哲
学
や
法
史
学
あ
る
い
は
法
社
会
学
（
そ
れ
が
社
会
学
と
し
て
事
実
と
し
て
の
法
現
象
を
対
象
と
す
る
限
り
と

7



法学研究78巻10号（2005：10）

い
う
限
定
を
要
す
る
。
法
社
会
学
が
現
行
法
の
解
釈
方
法
論
と
し
て
現
れ
る
場
面
で
は
、
そ
の
非
歴
史
的
ま
た
客
観
的
解
釈
と
い
う
方
法
論
の

点
で
、
利
益
法
学
の
主
観
的
ま
た
歴
史
的
解
釈
方
法
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
）
を
否
定
す
る
も
の
で
も
肯
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。

　
ま
た
彼
の
「
主
観
的
解
釈
」
と
は
、
客
観
的
解
釈
論
の
採
る
規
定
内
容
の
無
制
限
な
拡
大
や
恣
意
的
な
意
味
付
け
乃
至
概
念
法
学

的
解
釈
に
対
す
る
批
判
を
含
む
の
で
、
こ
こ
で
は
直
接
の
問
題
と
は
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
主
観
的
解
釈
」
が
、
立
法
当
時
に
お

け
る
立
法
者
の
具
体
的
・
歴
史
的
意
味
で
の
立
法
者
意
思
を
確
認
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
手
法
と
し
て
、
「
歴
史
的
解
釈
」
と
連
結

す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
（
4
）
　
法
の
不
備
欠
欲
と
学
説

　
立
法
過
程
を
分
析
し
て
問
題
と
な
る
規
定
の
歴
史
的
意
味
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
当
該
規
定
の
適
用
範
囲
を
確
定

す
る
こ
と
と
な
る
。
何
が
規
定
さ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
同
時
に
何
が
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
完
全

無
欠
な
立
法
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
立
法
の
欠
鉄
は
当
然
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

そ
こ
に
明
ら
か
と
さ
れ
た
法
の
不
備
・
欠
鉄
を
い
か
に
補
う
か
（
ま
た
補
い
切
れ
る
か
否
か
）
を
策
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
学

説
に
課
せ
ら
れ
た
解
釈
の
使
命
で
も
あ
る
。

　
北
川
説
が
「
そ
の
後
の
諸
学
説
も
、
一
応
は
、
そ
の
概
念
論
の
中
に
も
、
実
質
的
争
点
を
あ
げ
て
い
る
」
と
積
極
的
に
評
価
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
点
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
（
こ
れ
は
深
読
み
か
も
？
）
。
ま
た
意
思
表
示
と
法
律
行
為
と
の
「
論
理
的
区
別
」
が

「
問
題
の
正
確
な
処
理
の
た
め
に
は
有
用
で
あ
る
」
と
し
て
神
戸
説
を
評
価
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
「
問
題
」
と
い
う
の
が
、
単
に

「
論
理
的
区
別
」
に
止
ま
ら
ず
、
規
範
的
処
理
を
必
要
と
す
る
実
質
的
な
「
問
題
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
的
確
な
指

摘
と
思
わ
れ
る
。

　
神
戸
学
説
の
学
問
的
評
価
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
の
認
識
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
「
会
社
法
以
前
」
に
お
け
る
津
田
論
文
の
指
摘

8



は
こ
の
基
本
的
問
題
提
起
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

民法九七条・五二六条における基本的問題の設定

四
　
出
発
点
に
立
ち
戻
っ
て
1
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
の
現
在
的
意
味

　
イ
　
近
代
的
通
信
制
度
の
発
達
と
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
の
存
在
意
義

　
電
話
・
電
信
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
そ
の
他
の
通
信
手
段
が
発
達
し
普
及
す
る
現
在
に
お
い
て
意
思
表
示
の

「
到
達
」
と
か
承
諾
の
「
発
信
」
時
に
お
け
る
契
約
の
成
立
を
規
定
し
て
い
る
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、

あ
ま
り
に
時
代
感
覚
の
ず
れ
た
、
反
時
代
的
考
察
（
ニ
ィ
チ
ェ
の
い
う
琶
8
凝
Φ
日
蹄
器
罰
9
轟
魯
け
⊆
畠
窪
）
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。

　
ロ
　
近
時
学
説
の
態
度

　
星
野
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
わ
が
民
法
学
上
の
解
釈
方
法
論
的
な
意
味
で
持
つ
重
要
性
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
な
お
「
既
に

電
信
を
知
っ
て
い
た
民
法
起
草
当
時
に
お
い
て
、
ま
し
て
今
日
の
よ
う
に
通
信
が
迅
速
で
あ
る
時
代
に
、
発
信
と
到
達
と
の
間
に
そ

う
時
間
的
な
間
隔
は
な
い
が
、
何
故
一
日
を
、
さ
ら
に
数
時
間
を
争
っ
て
発
信
主
義
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
」
（
一
八
四
頁
）

と
か
、
こ
の
問
題
が
「
あ
ま
り
実
際
上
重
要
な
意
味
を
持
つ
規
定
で
な
く
、
そ
の
限
り
で
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
と
も
い
え
よ
う
」

（
一
五
三
頁
）
と
い
う
指
摘
も
、
こ
の
問
題
の
反
時
代
的
性
質
に
留
意
し
た
発
言
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
田
中
論
文
が
、
現
在
の

郵
便
制
度
が
発
信
者
の
郵
便
物
取
戻
を
認
め
て
い
る
以
上
は
発
信
主
義
に
よ
り
契
約
の
成
立
を
認
め
る
通
説
を
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と

ま
で
批
判
す
る
の
も
（
九
六
頁
）
、
現
在
の
通
信
制
度
を
前
提
と
す
る
解
釈
論
な
の
で
、
実
質
的
に
は
こ
の
問
題
の
反
時
代
性
を
指

摘
す
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。

　
ハ
　
「
隔
地
者
」
と
「
対
話
者
」
の
間
題
性

9
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果
た
し
て
こ
の
九
七
条
・
五
二
六
条
の
規
定
対
象
が
現
在
そ
の
よ
う
に
実
際
上
の
意
味
の
薄
い
問
題
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
（
そ

の
解
釈
方
法
論
的
意
義
は
別
と
し
て
）
、
と
い
う
こ
と
は
「
隔
地
者
」
の
意
思
表
示
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
対
話
者
」
の
意
思
表
示
こ
そ

が
現
在
的
意
思
表
示
論
の
当
面
の
課
題
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
現
在
の
民
法
学
は
、
こ
の
「
対
話
者
」
の
意
思
表
示
な
い
し
契
約

成
立
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
解
答
を
用
意
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
解
答
に
つ
い
て
、
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
の
解
釈
は
、
ど
の

よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
。
こ
れ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
即
ち
民
法
典
に
直
接
の
規
定
の
な
い
「
対
話
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
問
題
の
処
理
を
は
か
る
た
め
に
は
、
現
在
的
意
味
の
薄
い
と

さ
れ
る
「
隔
地
者
」
に
関
す
る
民
法
典
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
正
確
に
確
定
し
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
価
値
判
断
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、

「
対
話
者
」
の
問
題
を
解
決
す
る
め
ど
も
立
た
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ま
し
て
や
「
隔
地
者
」
の
基
準
と
し
て
「
時
間
的

隔
差
」
を
持
ち
出
し
た
過
去
の
学
説
が
な
お
批
判
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
時
点
に
お
い
て
「
隔
地
者
」
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

規
定
を
設
け
て
い
る
民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
の
内
容
も
改
め
て
そ
の
出
発
点
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

10

五
　
近
時
の
通
信
機
器
の
発
達
と
意
思
表
示

　
（
1
）
　
通
信
時
間
の
短
縮
と
発
信
・
到
達
に
よ
る
区
別
の
関
係
－
民
法
典
の
死
法
化
？

　
書
面
の
形
式
に
よ
る
意
思
表
示
と
か
電
信
の
よ
う
な
、
発
信
か
ら
到
達
ま
で
相
当
の
時
間
を
要
す
る
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
立
法

さ
れ
た
民
法
典
の
規
定
の
解
釈
と
し
て
、
鳩
山
－
我
妻
説
等
に
代
表
さ
れ
る
わ
が
国
の
通
説
が
「
隔
地
者
」
の
概
念
決
定
の
基
準
と

し
て
、
取
引
上
重
要
な
時
間
的
格
差
を
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
当
時
の
社
会
で
は
よ
う
や
く
電
話
が
実
用
性

を
も
っ
て
登
場
し
た
と
は
い
え
、
郵
便
・
電
信
等
が
代
表
的
通
信
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
通
信
時
間
の
長
短
と
い
う
要
因
が
、
隔
地
者
・
対
話
者
を
区
別
す
る
民
法
典
の
立
法
の
上
で
、
果
た
し
て



決
定
的
な
利
益
状
態
の
区
別
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
時
間
性
が
立
法
趣
旨
の
上
で
決
定
的
要
因
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
時
間
の
隔
差
に
よ
る
隔
地
者
・
対
話
者
と
い
う
法
典
上
の
区
別
は
、
立
法
当
時
の
未
発
達
な
通
信
技
術
に
対
応
し

た
も
の
で
、
今
日
の
技
術
段
階
で
は
意
味
を
失
い
、
そ
れ
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
対
象
を
失
っ
た
死
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
（
4
）

ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

民法九七条・五二六条における基本的問題の設定

　
（
2
）
　
通
信
期
間
の
短
縮
と
い
う
要
因

　
通
信
に
要
す
る
時
問
の
長
短
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
用
い
ら
れ
る
通
信
手
段
の
技
術
段
階
に
伴
う
付
随
的
現
象
で
あ
る
に
過
ぎ

ず
、
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
要
因
（
例
え
ば
対
話
者
関
係
の
直
接
性
・
対
面
性
・
表
示
方
法
の
一
過
性
等
々
に
対
す
る
隔
地
者
関
係
の
問
接

性
H
第
三
者
の
介
入
・
表
示
方
法
の
持
続
性
・
再
現
可
能
性
等
々
）
が
、
民
法
典
の
隔
地
者
・
対
話
者
の
規
定
の
区
別
に
お
い
て
よ
り
重

要
な
立
法
の
契
機
を
な
す
と
し
た
な
ら
ば
、
立
法
趣
旨
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
そ
の
要
因
の
有
無
が
、
現
在
の
通
信
状
況
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
す
る
か
否
か
が
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
す
る
と
現
在
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
通
知
は
、
発
信
者
と
相
手
方
と
の
問
の
通
信
時
間

を
短
縮
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
時
間
隔
差
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
対
話
者
の
関
係
と
な
り
、
今
後
通
信
時
間
が
一
般
の
通
信
手
段
に

お
い
て
も
次
第
に
短
縮
さ
れ
て
行
く
と
、
総
て
は
や
が
て
対
話
者
の
関
係
に
接
近
し
て
行
く
の
か
（
隔
地
者
関
係
か
ら
対
話
者
関
係
へ

の
移
行
？
）
。

　
こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ
の
見
方
で
は
あ
る
が
、
逆
の
観
察
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。

　
即
ち
通
信
に
要
す
る
時
間
の
短
縮
と
い
う
現
象
は
、
通
信
・
交
通
手
段
の
技
術
的
進
歩
に
伴
う
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
り
、
通
知

連
絡
上
の
当
事
者
の
関
係
を
本
質
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
（
あ
た
か
も
古
い
鉄
道
が
新
幹
線
に
代
わ
り
、
汽
船
が
飛
行
機
H
コ

ン
コ
ル
ド
に
変
わ
っ
た
と
同
様
の
問
題
）
。
む
し
ろ
隔
地
者
・
対
話
者
と
い
う
関
係
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
違
い
は
、
発
信
者
・
相
手

11
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方
の
通
知
が
間
接
的
（
独
立
の
媒
介
を
通
し
て
行
わ
れ
る
）
連
絡
た
る
点
に
あ
る
と
見
る
立
場
が
あ
る
。

　
こ
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
即
ち
隔
地
者
・
対
話
者
と
い
う
法
的
処
理
に
お
い
て
重
要
な
問
題
は
、
む
し
ろ
発
信
者
と
相
手
方
と
の

通
知
連
絡
上
の
間
接
性
・
直
接
性
と
い
う
相
互
の
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
代
の
通
信
は
発
信
者
と
相
手
方
と
の
間
に
独
立
し
た

（
発
信
者
・
相
手
方
の
支
配
を
離
れ
た
）
極
め
て
大
規
模
か
つ
複
雑
な
通
信
施
設
・
連
絡
機
関
の
介
在
を
不
可
避
な
も
の
と
す
る
こ
と

に
着
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
た
か
も
高
速
度
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
り
交
通
事
故
や
運
送
の
ト
ラ
ブ
ル
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
輸
送
の
大
量
化
・
高
速
化
に
伴
っ
て
従
来
予
測
で
き
な
か
っ
た
新
た
な
大
事
故
の
可
能
性
を
生
ず
る
の
と
同
様
に
通
知
連
絡
関

係
の
複
雑
化
は
、
新
た
な
通
知
危
険
を
招
来
し
、
そ
の
法
的
処
理
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

12

　
（
3
）
　
表
示
方
法
の
「
化
形
化
」
の
要
因

　
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
当
事
者
間
の
通
知
連
絡
の
間
接
性
と
い
う
特
質
に
関
連
し
て
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
表
示
方
法
の
特
性

が
問
題
と
な
る
。
特
に
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
以
後
の
ド
イ
ツ
民
法
学
に
お
い
て
間
題
と
さ
れ
た
「
化
形
的
・
非
化
形
的
表
示
」

（
＜
震
5
∈
①
旨
2
§
＜
R
5
∈
R
8
ω
国
円
江
騨
§
鵯
旨
葺
9
の
問
題
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
元
来
隔
地
者
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
の
通
信
が
間
接
的
で
あ
る
故
に
、
第
三
者
の
介
在
に
も
拘
わ
ら
ず
通
知
内
容
を
正
確
に
伝

達
す
る
た
め
に
は
、
多
く
書
面
の
如
き
具
象
的
H
化
形
的
表
示
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
化
形
的
表
示
手
段
は
、

通
知
内
容
を
客
観
的
・
持
続
的
な
形
で
保
全
し
、
相
手
方
に
お
け
る
将
来
の
再
現
・
了
知
を
可
能
と
す
る
特
長
を
有
す
る
か
ら
で
あ

る
。　

即
ち
「
隔
地
者
」
関
係
の
特
質
が
通
知
連
絡
関
係
の
間
接
性
に
あ
り
、
通
信
が
発
信
者
か
ら
相
手
方
に
対
し
て
独
立
の
媒
介
を
通

し
て
、
書
面
そ
の
他
の
化
形
的
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
表
示
方
法
の
差
異
に
多
く
照
応
す
る
と
い
う
見
方
か
ら
す
れ

ば
、
近
時
の
通
信
手
段
は
こ
の
化
形
的
メ
デ
ィ
ア
が
種
々
の
多
様
な
形
で
進
歩
し
た
点
で
む
し
ろ
「
隔
地
者
」
の
関
係
の
発
展
形
態



で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
近
時
の
通
信
技
術
の
発
達
は
、
通
信
方
法
の
多
様
な
「
化
形
化
」
（
表
示
の

保
存
・
内
容
の
再
現
可
能
性
の
確
保
）
へ
の
進
歩
で
あ
り
、
当
事
者
の
関
係
は
、
む
し
ろ
直
接
単
純
な
対
話
者
関
係
か
ら
よ
り
複
雑
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
（
6
）

様
な
「
隔
地
者
」
関
係
へ
の
移
行
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

民法九七条・五二六条における基本的問題の設定

　
（
4
）
　
新
た
な
表
示
方
法
に
対
す
る
法
的
対
処
の
問
題

　
従
来
の
我
国
の
多
く
の
意
思
表
示
理
論
は
、
意
思
表
示
を
担
う
通
信
媒
体
と
し
て
、
単
純
な
口
頭
の
表
示
（
対
話
者
）
と
書
面

（
隔
地
者
）
と
の
区
別
に
止
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
極
め
て
少
数
な
が
ら
、
神
戸
説
の
よ
う
に
隔
地
者
・
対
話
者
の
区
別
と
化
形
的
表

示
・
非
化
形
的
表
示
と
の
組
合
せ
に
留
意
し
た
学
説
も
存
在
し
た
）
。
そ
し
て
多
く
の
学
説
が
対
話
者
・
隔
地
者
間
の
区
別
の
基
準
と
し

て
取
り
上
げ
た
通
信
時
間
の
長
短
は
、
過
去
の
通
信
技
術
の
発
達
段
階
に
伴
う
不
可
避
的
現
象
で
も
あ
っ
た
。
現
在
の
通
信
技
術
の

発
達
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
間
の
壁
を
大
幅
に
削
減
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
の
反
面
に
お
い
て
複
雑
微
妙
な
通
信
機
器
の
介
在
は
、
通
知
上
の
危
険
に
伴
う
紛
争
の
処
理
特
に
そ
の
通
知
危
険
負
担

の
問
題
を
よ
り
複
雑
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
元
来
こ
の
点
に
こ
そ
発
信
主
義
や
到
達
主
義
あ
る
い
は
了
知
主
義
と
い
っ

た
意
思
表
示
の
通
知
危
険
負
担
の
間
題
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
此
処
に
生
ず
る
幾
つ
か
の
間
題
点
を
以
下
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
1
　
近
時
の
通
信
技
術
の
発
達
は
、
隔
地
者
間
の
通
知
に
関
し
て
、
そ
の
通
信
時
間
を
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
容
易
・
確
実

に
表
示
内
容
を
「
化
形
化
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
受
信
者
の
了
知
可
能
性
H
到
達
を
拡
大
保
証
す
る
こ
と
に
向
か
っ
た
。
そ
し
て

「
化
形
化
」
さ
れ
た
表
示
は
、
そ
の
拘
束
力
や
法
律
行
為
の
要
件
た
り
得
る
資
格
・
適
格
の
時
間
的
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
す
（
非
化

形
的
・
口
頭
表
示
に
よ
る
申
込
の
承
諾
能
力
参
照
）
。
そ
の
意
味
で
通
信
機
器
の
発
達
は
、
徹
頭
徹
尾
「
隔
地
者
」
に
お
け
る
「
到
達
」

の
技
術
的
な
問
題
解
決
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
2
　
も
と
よ
り
対
話
者
間
の
通
知
に
お
い
て
も
、
口
頭
表
示
の
不
完
全
性
（
表
示
の
一
過
性
U
再
現
不
可
能
性
）
に
対
応
す
る
技
術

13
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的
進
歩
は
、
種
々
の
面
で
認
め
ら
れ
る
（
録
音
・
録
音
電
話
等
）
。
こ
れ
は
通
知
の
直
接
性
を
拡
大
・
補
充
す
る
面
に
お
い
て
は
「
対

話
者
」
関
係
の
問
題
で
あ
る
が
、
表
示
方
法
が
化
形
化
さ
れ
る
面
で
は
、
「
隔
地
者
」
の
利
益
状
態
に
共
通
す
る
場
面
を
招
来
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

具
体
的
問
題
ご
と
に
「
対
話
者
」
か
「
隔
地
者
」
か
、
規
定
適
用
の
是
非
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
3
　
通
信
機
器
の
発
達
と
利
用
者
の
責
任
－
通
知
危
険
の
負
担
の
問
題
ー

　
通
信
機
器
の
発
達
は
、
そ
の
利
用
者
に
種
々
様
々
な
通
信
機
器
の
選
択
の
自
由
を
与
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
発
信
者
と
受
信
者
に

い
か
に
危
険
の
分
担
を
図
る
か
の
問
題
を
生
ず
る
（
あ
た
か
も
電
話
が
普
及
す
る
に
及
ん
で
、
電
話
網
に
加
入
し
た
者
・
発
信
者
・
受
信

者
の
い
ず
れ
に
通
知
危
険
を
負
担
せ
し
め
る
か
の
問
題
を
生
じ
た
の
と
同
様
の
問
題
で
あ
る
）
。
一
般
的
に
は
断
定
で
き
な
い
が
、
通
知
方

法
の
選
択
の
自
由
あ
る
者
が
、
自
己
の
選
択
し
た
通
知
方
法
に
伴
う
事
故
危
険
を
負
担
す
る
べ
き
が
原
則
で
あ
ろ
う
。
神
戸
説
に
い

う
隔
地
者
の
標
識
と
し
て
の
「
独
立
の
媒
介
」
な
る
観
点
は
、
自
己
の
支
配
で
き
な
い
領
域
の
介
在
を
表
現
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
危
険
領
域
の
負
担
が
、
通
知
危
険
の
問
題
で
あ
る
。

14

　
（
5
）
　
前
記
の
「
解
釈
の
歴
史
性
」
に
つ
い
て
の
補
注

　
1
　
事
実
と
し
て
の
歴
史
性
と
解
釈
論
と
の
関
係
ー
縦
の
比
較
法
的
方
法
の
疑
問

　
所
与
の
法
規
定
の
規
範
的
意
味
の
発
見
へ
の
努
力
が
解
釈
で
あ
る
と
す
る
と
、
当
該
規
定
の
成
立
に
至
る
制
度
史
的
あ
る
い
は
立

法
史
的
意
味
で
の
事
実
は
、
そ
の
解
釈
に
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
。
あ
た
か
も
法
社
会
学
的
事
実
の
探
求
が
、
社
会
学
と
し
て
の

学
問
的
意
味
が
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
そ
れ
自
体
は
事
実
と
し
て
の
法
現
象
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
規
範
的
意
味

の
発
見
に
は
直
接
の
関
係
が
な
い
よ
う
に
（
例
と
し
て
各
国
の
同
種
の
法
制
度
の
比
較
が
事
実
の
知
識
と
し
て
は
意
味
が
あ
っ
て
も
あ
る

一
国
の
具
体
的
法
規
定
の
解
釈
に
は
役
に
立
た
ぬ
の
と
同
様
に
）
、
事
実
と
し
て
の
法
制
度
・
法
規
定
の
成
立
の
歴
史
的
事
情
は
、
そ
の

規
範
的
意
味
の
確
定
に
は
直
接
の
影
響
を
持
ち
得
な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ば
縦
の
比
較
法
と
で
も
い
う
べ
き
方
法
で
あ
る
。
少
な
く
と
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も
「
法
の
継
受
」
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
軸
と
し
て
事
実
の
連
絡
を
追
求
す
る
限
り
で
、
な
ん
ら
の
制
度
的
連
絡
を
も
無
視
す
る
横

の
比
較
法
よ
り
は
法
制
度
的
連
絡
を
保
証
す
る
と
は
い
え
、
矢
張
り
事
実
的
現
象
を
対
象
と
す
る
限
り
で
は
、
解
釈
論
に
対
す
る
影

響
は
間
接
的
で
し
か
な
い
。

　
2
　
法
規
範
の
発
見
と
理
論
・
概
念
構
成
の
問
題

　
　
a
　
起
草
者
の
意
思
と
し
て
、
し
ば
し
ば
起
草
者
の
理
論
構
成
が
援
用
さ
れ
る
。
ま
た
法
の
継
受
に
関
連
し
て
学
説
・
理
論
の

継
受
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
理
論
・
概
念
構
成
も
ま
た
法
規
範
発
見
の
意
味
で
の
「
立
法
者
の
意
思
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
法

理
論
な
い
し
概
念
構
成
は
、
法
規
範
の
意
味
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
っ
て
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
意
味
内
容
と
し
て
の
法

規
範
で
は
な
い
（
法
概
念
・
法
理
論
“
理
論
構
成
の
相
対
性
）
。

　
　
b
　
例
え
ば
意
思
表
示
の
「
発
信
主
義
」
あ
る
い
は
「
到
達
主
義
」
と
し
て
法
典
調
査
会
の
審
議
に
際
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
抽
象
的
・
一
般
的
な
学
説
の
理
解
や
内
容
が
間
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
「
発
信
主
義
」
と
か
「
到
達
主
義
」
と

い
う
理
論
的
表
現
の
背
後
に
潜
む
実
質
的
な
利
益
判
断
が
規
範
的
内
容
と
し
て
、
具
体
的
法
規
の
中
に
立
法
さ
れ
た
か
否
か
が
問
題

と
な
る
。
と
く
に
民
法
九
七
条
や
五
二
六
条
の
立
法
の
よ
う
に
、
起
草
者
の
理
論
的
対
立
が
正
面
に
出
て
い
る
よ
う
な
場
面
に
お
い

て
は
こ
の
点
の
確
定
が
と
り
わ
け
必
要
な
場
面
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
6
）
　
本
論
文
に
お
け
る
基
本
的
問
題
の
提
起

　
本
論
文
が
今
後
検
討
す
べ
き
基
本
的
な
主
題
は
、
意
思
表
示
と
契
約
H
法
律
行
為
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
間
題
の
所
在
を
摘
示
し
て
、

民
法
各
規
定
の
適
用
範
囲
を
精
密
に
確
定
す
る
こ
と
、
そ
し
て
両
者
の
関
係
を
理
論
的
に
分
析
し
整
序
す
る
こ
と
に
あ
る
。
民
法
五

二
六
条
の
解
釈
に
お
い
て
、
承
諾
と
契
約
の
成
立
・
発
効
を
め
ぐ
る
論
争
の
決
着
が
未
だ
に
つ
い
て
い
な
い
根
源
的
な
理
由
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
を
扱
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

15
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A
　
意
思
表
示
に
固
有
の
問
題
ー
成
立
・
効
力
発
生
時
期
に
関
す
る
民
法
九
七
条
の
規
定
対
象

　
本
条
は
、
隔
地
者
問
の
意
思
表
示
の
通
知
連
絡
上
の
危
険
の
負
担
（
通
知
危
険
の
移
転
時
期
）
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

　
1
　
例
え
ば
旧
民
法
財
産
編
三
〇
八
条
六
項
に
「
郵
便
、
電
信
ノ
錯
誤
」
と
か
旧
商
法
二
九
九
条
に
「
通
信
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
送
達

人
ノ
過
誤
及
ヒ
遅
延
」
に
関
す
る
規
定
の
如
き
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
意
識
し
た
立
法
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
2
　
隔
地
者
間
の
意
思
表
示
の
効
力
発
生
時
期
（
民
法
九
七
条
一
項
）
や
成
立
時
期
（
同
条
二
項
）
は
、
隔
地
者
間
に
お
け
る
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

知
危
険
の
移
転
時
期
を
規
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
3
　
意
思
表
示
の
効
力
発
生
時
期
に
関
す
る
発
信
・
到
達
主
義
の
問
題
は
、
特
に
書
面
等
の
化
形
的
表
示
に
よ
る
通
知
方
法
に
固

有
な
問
題
と
し
て
の
通
知
の
延
着
と
か
不
達
の
問
題
の
処
理
に
関
す
る
。
し
か
し
通
知
危
険
は
、
よ
り
一
般
的
に
隔
地
者
・
対
話
者
、

ま
た
、
化
形
的
・
非
化
形
的
表
示
方
法
に
共
通
す
る
間
題
と
し
て
、
錯
誤
・
誤
解
・
心
裡
留
保
・
通
謀
虚
偽
表
示
・
詐
欺
強
迫
あ
る

い
は
表
意
者
の
側
の
行
為
能
力
・
相
手
方
の
受
領
能
力
さ
ら
に
ま
た
使
者
・
代
理
人
等
の
媒
介
に
よ
る
不
正
伝
達
と
い
っ
た
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

場
面
で
問
題
と
な
る
。
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B
　
契
約
H
法
律
行
為
に
固
有
の
問
題
ー
契
約
の
成
立
・
発
効
要
件

　
法
律
行
為
と
し
て
の
契
約
の
成
立
・
効
力
発
生
の
要
件
具
備
の
問
題
は
、
前
記
の
意
思
表
示
の
成
立
・
効
力
の
問
題
と
は
独
立
し

た
契
約
固
有
の
問
題
で
あ
る
。
民
法
五
二
六
条
の
規
定
す
る
契
約
成
立
・
効
力
発
生
時
期
の
問
題
は
こ
の
意
味
で
契
約
に
固
有
の
問

題
の
処
理
に
関
す
る
。
個
々
の
意
思
表
示
の
問
題
と
異
な
る
契
約
の
固
有
の
問
題
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。

　
1
　
契
約
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
し
て
の
意
思
表
示
の
合
致
の
問
題

　
個
々
の
意
思
表
示
の
成
立
を
前
提
と
し
て
、
意
思
表
示
の
内
容
上
の
合
致
の
有
無
（
客
観
的
合
致
・
不
合
致
）
ま
た
そ
の
主
観
的



合
致
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。

　
2
　
法
律
行
為
と
し
て
の
契
約
が
成
立
し
効
力
を
生
ず
る
結
果
と
し
て
、
効
果
意
思
に
基
づ
く
権
利
変
動
（
法
律
行
為
的
効
果
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
生
ず
る
（
債
権
・
債
務
の
発
生
等
。
物
権
的
合
意
に
お
い
て
は
権
利
の
発
生
・
移
転
等
）
。

　
3
　
契
約
の
成
立
時
期
を
基
準
と
し
て
対
価
危
険
が
移
転
す
る
如
き
（
民
法
五
三
四
条
）
は
、
こ
の
契
約
（
双
務
契
約
）
に
特
有
の

問
題
に
関
す
る
。
ま
た
履
行
危
険
の
負
担
・
移
転
等
も
契
約
か
ら
発
生
し
た
効
力
た
る
権
利
の
問
題
で
あ
る
。

　
4
　
国
際
私
法
上
の
準
拠
法
決
定
の
基
準
と
し
て
の
法
律
行
為
の
「
行
為
地
」
に
関
し
て
、
契
約
の
成
立
な
い
し
効
力
発
生
の
時

期
・
場
所
等
の
決
定
も
ま
た
契
約
に
固
有
の
問
題
と
し
て
、
個
々
の
意
思
表
示
の
成
立
・
効
力
の
問
題
と
区
別
し
て
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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C
　
意
思
表
示
の
問
題
と
契
約
の
間
題
と
の
関
連
性

　
意
思
表
示
は
法
律
行
為
た
る
契
約
の
組
成
分
子
で
あ
る
故
に
、
意
思
表
示
は
そ
れ
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
る
契
約
の
組
成
分
子
た
り

得
る
資
格
・
適
格
を
持
つ
こ
と
を
要
す
る
。
例
え
ば
申
込
と
い
う
意
思
表
示
は
承
諾
能
力
・
承
諾
適
格
を
持
つ
こ
と
、
同
様
に
承
諾

は
申
込
能
力
・
申
込
適
格
を
そ
の
意
思
表
示
の
効
力
と
し
て
持
つ
必
要
が
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
単
独
行
為
た
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
も
、

同
様
で
あ
り
、
個
々
の
意
思
表
示
と
し
て
の
拘
束
力
と
法
律
行
為
の
組
成
分
子
た
る
資
格
・
能
力
は
区
別
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
）
。
法
律
行

為
の
法
律
要
件
を
組
成
す
る
す
べ
て
の
組
成
分
子
が
完
備
し
た
段
階
で
、
法
律
行
為
ロ
契
約
は
完
成
ロ
成
立
し
、
効
力
要
件
を
具
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

す
れ
ば
法
律
行
為
と
し
て
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
a
　
意
思
表
示
の
効
力
が
法
律
行
為
の
効
力
に
直
接
忙
連
絡
す
る
場
合

　
意
思
表
示
が
法
律
行
為
の
一
組
成
分
子
を
成
す
結
果
と
し
て
、
個
々
の
意
思
表
示
の
効
力
に
関
す
る
処
理
（
有
効
・
無
効
・
取

消
・
撤
回
等
々
）
は
、
法
律
行
為
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
錯
誤
に
よ
り
無
効
な
意
思
表
示
に
よ
り
契
約
が

17
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無
効
に
な
る
如
し
（
無
効
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
無
効
の
意
思
表
示
に
よ
る
合
意
・
無
効
合
致
の
例
。
同
様
の
こ
と
は
、
例
え
ば
詐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

欺
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
し
た
取
消
し
得
る
意
思
表
示
に
よ
る
取
消
し
得
る
合
意
・
取
消
合
致
に
つ
い
て
も
考
え
得
る
）
。

　
正
確
に
は
意
思
表
示
の
取
消
・
無
効
と
は
、
意
思
表
示
の
法
律
要
件
的
効
力
（
意
思
表
示
の
組
成
分
子
た
り
得
る
資
格
・
能
力
）
に

関
す
る
問
題
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
意
思
表
示
が
撤
回
さ
れ
れ
ば
、
法
律
要
件
的
効
力
も
含
め
て
意
思
表
示
そ
れ
自
体
の
全
効
力

が
消
滅
す
る
故
に
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
法
律
要
件
的
効
力
を
論
ず
る
必
要
は
な
く
な
る
。
意
思
表
示
の
拘
束
力
が
無
い
状
態
（
撤

回
可
能
な
状
態
）
で
あ
っ
て
も
、
撤
回
し
な
い
限
り
は
法
律
要
件
的
効
力
は
残
存
し
て
い
る
か
ら
（
例
え
ば
撤
回
可
能
な
申
込
の
承
諾

能
力
の
存
在
）
、
拘
束
力
の
存
否
と
法
律
要
件
的
効
力
の
存
否
と
は
区
別
す
る
必
要
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
意
思

表
示
の
暇
疵
を
理
由
と
す
る
無
効
・
取
消
は
、
法
律
要
件
た
る
法
律
行
為
が
成
立
・
発
効
し
た
段
階
で
、
始
め
て
そ
の
実
効
性
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
神
戸
説
が
懸
賞
広
告
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
撤
回
と
取
消
の
処
理
を
区
別
し
、
懸
賞
広
告
が
法
律
行
為
と

し
て
成
立
し
た
後
に
お
い
て
始
め
て
そ
の
取
消
が
問
題
と
な
る
と
説
い
て
い
る
の
は
、
取
消
の
対
象
が
法
律
行
為
的
効
果
た
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
留
意
し
た
論
理
を
一
貫
す
る
説
明
で
あ
ろ
う
。

18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

（
付
加
論
点
）
民
法
典
に
お
け
る
「
取
消
」
の
用
語
例
と
神
戸
学
説

　
神
戸
寅
次
郎
『
注
釈
民
法
全
集
第
八
巻
・
契
約
総
則
』
（
厳
松
堂
書
店
・
第
六
版
大
正
二
二
年
）
三
二
六
頁
以
下
（
『
神
戸
寅
次
郎
著

作
集
ω
』
（
慶
慮
通
信
・
昭
和
四
四
年
）
二
一
〇
頁
以
下
）
は
、
五
二
七
条
の
注
釈
に
お
い
て
申
込
の
取
消
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

「
申
込
ハ
一
旦
之
ヲ
為
ス
モ
申
込
者
ハ
自
己
ノ
都
合
ニ
ョ
リ
後
二
之
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
其
場
合
ハ
時
期
ヲ
標
準
ト
シ
テ
之

ヲ
区
別
ス
ル
ト
キ
ハ
三
個
ト
ナ
ル
即
（
一
）
申
込
ノ
発
送
後
到
達
前
ノ
場
合
（
二
）
申
込
ノ
到
達
後
契
約
成
立
前
ノ
場
合
（
三
）
契

約
成
立
後
ノ
場
合
是
ナ
リ
第
一
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
申
込
ハ
未
タ
何
等
ノ
効
力
ヲ
生
セ
サ
ル
カ
故
二
申
込
ハ
自
由
二
之
ヲ
消
滅
セ
シ
ム

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
（
九
七
条
）
第
ニ
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
申
込
ハ
一
種
ノ
効
力
ヲ
生
ス
即
チ
承
諾
能
力
是
ナ
リ
第
三
ノ
場
合
二
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於
テ
ハ
契
約
ハ
申
込
ヲ
本
源
ト
シ
テ
其
効
果
意
思
ノ
内
容
ノ
実
現
タ
ル
法
律
上
ノ
効
力
ヲ
生
ス
故
二
此
場
合
二
於
テ
ハ
申
込
者
ハ
原

則
ト
シ
テ
申
込
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
只
無
能
力
、
詐
欺
又
ハ
強
迫
ノ
理
由
二
依
リ
契
約
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ

ノ
ト
ス
今
第
一
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
申
込
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ハ
之
ヲ
『
撤
回
』
ト
称
ス
ル
ヲ
恰
当
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
既
述
ノ
如

ク
此
場
合
ニ
ハ
申
込
ハ
未
タ
何
等
ノ
効
力
ヲ
生
セ
サ
ル
カ
故
ナ
リ
第
三
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
我
民
法
ハ
契
約
則
チ
法
律
行
為
ヲ
消
滅
セ

シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
指
シ
テ
『
撤
回
』
ト
云
フ
ヲ
恰
当
ト
ス
ヘ
キ
カ
又
ハ
『
取
消
』
ト
称
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
ヘ
キ
カ
独
逸
二
於
テ
ハ
第

ニ
ノ
方
法
ヲ
指
シ
テ
薫
一
血
R
≡
注
轟
ト
云
ヒ
第
三
ノ
場
合
ノ
方
法
ヲ
指
シ
テ
＞
巳
①
魯
9
お
ト
云
ヒ
以
テ
其
用
語
ヲ
異
ニ
セ
リ
然

ル
ニ
我
民
法
ハ
第
ニ
ノ
場
合
ノ
方
法
モ
亦
之
ヲ
『
取
消
』
ト
称
シ
（
本
条
）
右
第
三
ノ
場
合
ノ
用
語
ト
之
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
本

来
効
果
意
思
ノ
内
容
ノ
実
現
タ
ル
法
律
上
ノ
効
力
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ト
否
ラ
サ
ル
ト
ヲ
標
準
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
第
ニ
ノ
場
合
ノ
方
法
ハ

之
ヲ
『
撤
回
』
ト
云
ヒ
第
三
ノ
場
合
ノ
方
法
ハ
之
ヲ
『
取
消
』
ト
称
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
レ
ト
モ
斯
ク
テ
ハ
亦
第
一
ノ
場
合
ノ
方
法
ト

第
ニ
ノ
場
合
ノ
方
法
ト
ヲ
混
同
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
是
故
二
第
ニ
ノ
場
合
ノ
方
法
ハ
本
来
之
ヲ
『
撤
回
』
若
ク
ハ
『
取
消
』
ト
云

ハ
ス
シ
テ
一
ノ
別
個
ノ
名
称
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
指
示
シ
以
テ
一
二
個
ノ
場
合
ヲ
厳
正
二
区
別
ス
ル
ヲ
正
確
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
此
等
三
個
ノ

場
合
二
於
ケ
ル
方
法
ハ
各
其
特
質
ヲ
有
シ
其
前
提
又
ハ
結
果
ヲ
異
ニ
ス
ル
カ
故
ナ
リ
（
五
二
一
条
及
五
三
〇
条
注
釈
参
照
）
然
ル
ニ

従
来
第
ニ
ノ
場
合
ノ
方
法
ヲ
指
示
ス
ル
ニ
最
モ
的
確
ナ
ル
名
称
若
ク
ハ
文
字
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
是
故
二
余
ハ
法
典
上
ノ
文
字
二
倣

イ
テ
此
ノ
第
ニ
ノ
場
合
ノ
方
法
モ
亦
之
ヲ
『
取
消
』
ト
称
ス
ル
コ
ト
ト
為
シ
タ
リ
然
レ
ト
モ
只
特
二
第
ニ
ノ
場
合
ノ
方
法
ト
ヲ
比
較

シ
テ
其
差
異
ヲ
論
述
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ト
キ
ハ
便
宜
上
前
者
ヲ
『
撤
回
』
ト
云
ヒ
後
者
ヲ
『
取
消
』
ト
称
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

（
三
二
七
－
三
二
八
頁
）
」
。

　
五
二
六
条
一
項
の
契
約
の
成
立
と
五
二
七
条
の
申
込
の
取
消
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
神
戸
説
は
次
の
よ
う
に
説
く
（
『
契
約
総
則
』

三
三
二
⊥
壬
壬
二
頁
（
『
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
ω
』
二
一
四
⊥
二
五
頁
）
参
照
）
。

「
此
場
合
二
於
テ
ハ
申
込
ノ
取
消
ノ
通
知
力
延
着
ス
ル
モ
其
延
着
ノ
瞬
時
二
於
テ
ハ
（
勿
論
承
諾
ノ
通
知
ノ
発
送
後
到
達
前
ノ
場
合
ヲ
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予
想
ス
）
契
約
ハ
成
立
ス
ル
コ
ト
ニ
『
未
タ
確
定
シ
居
ル
コ
ト
ナ
シ
』
何
ト
ナ
レ
ハ
承
諾
ノ
通
知
ハ
既
二
発
送
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
而
モ

其
承
諾
ノ
通
知
ノ
発
送
ト
到
達
ト
ノ
中
間
則
チ
申
込
ノ
取
消
ノ
通
知
ノ
延
着
ノ
瞬
時
二
於
テ
ハ
第
五
百
二
十
六
条
ノ
原
則
ハ
未
タ
適

用
セ
ラ
ル
ル
ノ
時
期
二
達
セ
ス
随
テ
契
約
ノ
成
立
ハ
未
タ
確
定
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
カ
故
ナ
リ
是
レ
一
二
民
法
力
承
諾
ノ
意
思
表
示
二

付
キ
到
達
主
義
ヲ
採
リ
タ
ル
ノ
結
果
ナ
リ
ト
ス
若
シ
民
法
力
承
諾
ノ
意
思
表
示
二
付
キ
発
信
主
義
ヲ
採
リ
タ
リ
シ
ナ
ラ
ハ
右
ノ
瞬
時

二
於
テ
ハ
契
約
ハ
単
二
成
立
ス
ル
コ
ト
ニ
確
定
シ
居
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
現
二
成
立
シ
居
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
是
レ
則
チ
民
法
力
第
五
百

二
十
六
条
ノ
規
定
ヲ
毫
末
モ
変
更
セ
ス
シ
テ
其
儘
二
存
シ
置
ク
モ
只
単
二
承
諾
ノ
意
思
表
示
二
付
キ
到
達
主
義
ヲ
採
ル
コ
ト
ト
発
信

主
義
ヲ
採
ル
コ
ト
ト
ニ
因
リ
其
間
二
生
ジ
得
ヘ
キ
著
大
ナ
ル
結
果
的
ノ
差
異
ナ
リ
ト
ス
我
民
法
ハ
既
述
ノ
如
ク
承
諾
ノ
意
思
表
示
二

付
テ
ハ
他
ノ
一
般
ノ
意
思
表
示
ノ
如
ク
明
カ
ニ
到
達
主
義
ヲ
採
リ
タ
リ
然
ル
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
今
蔽
二
仮
リ
ニ
右
ノ
場
合
二
於
テ
承
諾

ノ
通
知
ノ
発
送
ノ
瞬
時
二
於
テ
契
約
力
既
二
確
定
的
二
成
立
シ
居
ル
モ
ノ
ト
ノ
見
解
ヲ
採
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
セ
ハ
其
見
解
ハ
根
本
二
於

テ
法
律
行
為
殊
二
契
約
ト
意
思
表
示
ト
ヲ
混
同
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
］
大
謬
見
ナ
リ
ト
云
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
。
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b
　
意
思
表
示
の
効
力
と
法
律
行
為
の
成
立
・
効
力
と
が
無
関
係
な
場
合

　
意
思
表
示
そ
れ
自
体
に
暇
疵
・
意
思
の
欠
鉄
等
に
よ
る
効
力
上
の
問
題
が
な
く
と
も
法
律
要
件
と
し
て
の
法
律
行
為
そ
れ
自
体
の

問
題
を
生
ず
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
個
々
の
意
思
表
示
を
離
れ
て
、
法
律
行
為
と
し
て
の
契
約
に
固
有
の
問
題
領
域
で
あ
る
。

例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

　
イ
　
意
思
表
示
以
外
の
法
律
要
件
事
実
の
不
備

　
例
え
ば
要
物
契
約
に
お
い
て
要
物
性
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
。
あ
る
い
は
法
人
設
立
行
為
に
お
い
て
定
款
・
寄
附
行
為
は

作
成
（
意
思
表
示
は
完
成
）
さ
れ
て
も
主
務
官
庁
の
許
認
可
が
な
い
状
況
。
ま
た
懸
賞
広
告
に
よ
る
法
律
行
為
を
単
独
行
為
と
見
た

場
合
に
、
広
告
に
よ
る
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
が
、
指
定
行
為
の
完
了
が
な
い
状
況
。
更
に
農
地
の
売
買
に
お
い
て
権
利
移
転
の
合



民法九七条・五二六条における基本的問題の設定

意
は
な
さ
れ
て
も
、
知
事
の
許
可
が
な
い
場
合
等
々
。

　
ロ
　
契
約
に
お
け
る
双
方
の
意
思
表
示
の
不
合
致

　
客
観
的
不
合
致
－
表
見
的
・
不
表
見
的
不
合
致
1
あ
る
い
は
主
観
的
不
合
致
の
例
参
照
。
こ
の
場
合
に
は
意
思
表
示
自
体
の

錯
誤
と
か
心
裡
留
保
・
詐
欺
強
迫
等
の
澱
疵
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
契
約
そ
れ
自
体
の
成
立
・
不
成
立
の
間
題
を
生
ず
る
（
意
思
表

示
の
錯
誤
と
不
表
見
的
不
合
致
の
関
係
に
関
し
て
は
学
説
上
議
論
が
あ
る
が
、
も
し
も
こ
れ
を
錯
誤
の
一
種
と
み
る
な
ら
ば
H
我
妻
・
川
島
説

H
前
記
の
意
思
表
示
の
間
題
と
法
律
行
為
の
問
題
と
の
連
絡
す
る
事
例
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
見
は
反
対
）
。

　
ハ
　
動
機
の
処
理
に
つ
い
て

　
個
々
の
意
思
表
示
の
処
理
に
際
し
て
は
、
単
純
な
動
機
は
意
思
表
示
の
内
容
・
目
的
に
は
入
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
が
（
例
・
動

機
錯
誤
の
処
理
）
、
民
法
は
例
え
ば
売
主
の
蝦
疵
担
保
責
任
や
定
期
行
為
の
解
除
の
要
件
に
関
し
て
「
契
約
ヲ
ナ
シ
タ
ル
目
的
」
と
し

て
こ
れ
に
特
殊
の
効
果
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
当
事
者
の
共
通
動
機
錯
誤
に
関
し
て
は
、
行
為
基
礎
（
O
①
ω
魯
舞
ω
讐
琶
阜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
〉

一
諾
。
）
の
問
題
と
し
て
、
契
約
の
効
力
に
及
ぼ
す
効
果
が
問
題
と
な
り
う
る
。

D
　
「
契
約
の
成
立
時
期
」
を
定
め
る
民
法
五
二
六
条
の
実
益
に
関
す
る
疑
間

　
上
述
の
よ
う
に
意
思
表
示
に
固
有
の
問
題
と
法
律
行
為
と
し
て
の
契
約
に
固
有
の
間
題
と
を
峻
別
し
て
考
察
す
る
と
、
我
民
法
五

二
六
条
一
項
が
と
く
に
契
約
の
成
立
時
期
と
し
て
承
諾
の
発
信
時
を
規
定
し
た
こ
と
の
実
質
的
意
味
合
い
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
が

少
々
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
（
立
法
政
策
上
の
疑
間
が
あ
る
）
。
本
条
が
取
引
の
迅
速
を
図
る
意
図
で
立
法
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
い
か
に
契
約
の
早
期
な
成
立
を
規
定
し
て
も
、
当
事
者
間
に
お
け
る
権
利
変
動
は
相
対
的
な
債
権
的
効
力
に
止
ま
り
、
第

三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
（
例
え
ば
二
重
の
契
約
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
）
、
契
約
の
効
力
の
優
先
劣
後
の
順
位
は
、
対
抗
要

件
の
具
備
で
定
ま
り
、
契
約
の
成
立
時
期
の
先
後
は
間
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
契
約
の
成
立
時
期
に
よ
り
決
定
さ
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れ
る
多
く
の
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
何
故
に
承
諾
発
信
時
と
い
う
時
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
あ
ま
り
決
定
的
な

理
由
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
の
注
釈
（
O
』
o
一
ω
ω
o
轟
8
㌔
邑
9
8
8
号
含
＜
一
ぎ
2
二
、
国
日
且
お
身
鼠
8
p
8
8
ヨ
冨
讐
ひ

α
．
琶
8
B
ヨ
窪
鼠
β
喘
目
。
8
こ
日
o
鉦
o
藁
。。
。。
。

。
も
」
。
）
に
お
い
て
、
申
込
の
取
消
（
撤
回
）
が
な
さ
れ
な
い
で
承
諾
が
な
さ
れ
た
場

合
に
は
、
承
諾
の
な
さ
れ
た
時
期
を
決
定
す
る
こ
と
は
さ
し
た
る
実
益
が
な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
申
込
の
取
消
の
通
知
と
承

諾
の
通
知
と
が
時
間
的
に
接
近
し
た
場
合
に
、
承
諾
の
な
さ
れ
た
時
期
を
決
定
す
る
必
要
を
生
ず
る
（
即
ち
承
諾
に
よ
り
合
意
が
成
立

し
た
後
は
、
申
込
の
取
消
が
許
さ
れ
な
い
、
と
説
く
）
。
即
ち
彼
に
お
い
て
は
、
承
諾
の
な
さ
れ
た
時
期
H
合
意
の
完
成
し
た
時
期
は
、

申
込
の
撤
回
の
自
由
を
限
定
す
る
時
間
的
な
枠
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
は

承
諾
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
信
後
到
達
前
の
時
間
に
お
け
る
承
諾
の
取
消
を
肯
定
す
る
。
即
ち
申
込
の
取
消
を
制
限
す
る
承

諾
の
発
信
（
従
っ
て
合
意
の
完
成
）
は
、
承
諾
の
到
達
前
に
お
け
る
承
諾
の
取
消
を
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
英
法
に
倣

っ
て
承
諾
発
信
時
の
契
約
成
立
を
主
張
す
る
ロ
エ
ス
レ
ル
（
＝
。
勾
o
。
ω
一
9
国
昌
暑
仁
昧
Φ
冒
窃
国
き
号
一
ω
6
8
9
暮
琴
冨
ω
凄
目
鼠
冨
昌

巨
什
O
O
ヨ
ヨ
①
旨
貫
N
扇
こ
ψ
験
弘
。。
。

。
“
）
の
旧
商
法
に
お
い
て
も
同
様
に
承
諾
の
取
消
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
共
通
す
る
扱
い

で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
従
来
承
諾
の
「
発
信
主
義
」
に
よ
る
契
約
成
立
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
問
題
が
実
は
申
込
の
拘
束
力
（
撤

回
自
由
の
制
限
）
の
問
題
と
し
て
、
専
ら
申
込
の
処
理
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
申
込

の
撤
回
が
許
さ
れ
る
時
間
的
限
界
が
、
「
承
諾
の
発
信
時
」
で
定
ま
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
こ
の
問
題
は
契
約
そ
れ
自
体
の
成

立
時
期
と
か
、
承
諾
の
拘
束
力
の
間
題
と
は
元
来
無
関
係
の
間
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
要
す
る
に
申
込
の
撤
回
が
ど
の
時
点
ま
で
許

さ
れ
る
か
と
い
う
間
題
の
処
理
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
契
約
の
成
立
時
期
や
承
諾
の
拘
束
力
を
、
申
込
の
問
題
と
関
連
し
て
論

理
的
に
定
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
徹
頭
徹
尾
一
個
の
申
込
と
い
う
意
思
表
示
に
固
有
の
問
題
に
関
す
る
。
従
っ
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て
、
こ
の
申
込
の
拘
束
力
の
間
題
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
契
約
そ
れ
自
体
の
問
題
と
し
て
の
成
立
時
期
の
決

定
や
、
一
個
の
意
思
表
示
と
し
て
の
承
諾
の
拘
束
力
の
問
題
の
処
理
と
は
関
係
が
な
い
は
ず
で
あ
る
（
旧
民
法
や
旧
商
法
は
こ
れ
ら
を

別
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
）
。

　
従
来
の
民
法
五
二
六
条
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
こ
の
問
題
の
所
在
を
混
同
し
て
き
た
誤
謬
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
こ
の
点
の
問

題
の
区
別
が
明
快
な
の
は
神
戸
説
の
み
）
。
こ
の
問
題
の
所
在
を
明
確
に
し
て
も
我
民
法
の
立
法
が
、
と
く
に
契
約
の
成
立
時
期
を
早

め
る
必
要
が
実
際
上
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
問
が
残
る
。

民法九七条・五二六条における基本的問題の設定

（
1
）
　
例
え
ば
隔
地
者
－
対
話
者
と
い
う
民
法
典
の
区
別
に
つ
い
て
、
取
引
上
重
要
な
時
間
的
隔
差
の
存
在
を
基
準
と
す
る
通
説
的
見
解

　
（
鳩
山
、
我
妻
、
四
宮
そ
の
他
）
か
ら
す
れ
ば
、
近
時
の
通
信
機
関
の
発
達
に
よ
り
、
通
知
の
発
信
か
ら
到
達
ま
で
の
時
間
的
隔
差
は
極

度
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
隔
地
者
は
無
限
に
対
話
者
に
近
づ
き
、
そ
も
そ
も
通
信
時
間
の
隔
差
を
要
件
と
す
る
「
隔
地
者
」
な
る
概

念
は
不
要
に
な
り
、
全
部
「
対
話
者
」
の
間
題
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
隔
地
者
に
対
す
る
意
思
表
示
の
到
達
に
関
す
る
民
法
九
七

条
の
規
定
や
、
同
様
に
隔
地
者
に
対
す
る
承
諾
に
関
す
る
五
二
六
条
の
規
定
は
適
用
の
場
面
を
失
っ
た
時
代
遅
れ
の
無
意
味
な
規
定
と
な

　
り
そ
う
で
あ
る
。

（
2
）
　
私
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
従
来
の
わ
が
国
の
民
法
学
説
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
隔
地
者
」
の
規
定
の
解
釈
に
集
中
し
て
い
る
反
面
、

　
こ
れ
と
対
応
す
る
「
対
話
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
実
際
的
興
味
も
理
論
的
関
心
も
及
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
隔
地
者
」
に

関
す
る
民
法
典
の
規
定
の
反
時
代
性
を
強
調
す
る
か
ら
に
は
、
現
在
的
課
題
と
な
る
べ
き
「
対
話
者
」
の
問
題
（
特
に
近
時
の
種
々
様
々

　
な
通
信
機
関
の
発
達
と
そ
れ
に
伴
う
新
た
な
ト
ラ
ブ
ル
に
対
処
す
べ
き
）
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
必
然
的
な
作
業
と
な
る
は
ず
で

　
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
対
話
者
」
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
翻
っ
て
「
隔
地
者
」
の
問
題
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
は

ず
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
従
来
の
研
究
に
は
、
未
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
あ
ま
り
に
広
大
な
分
野
が
残
っ
て
い
る
も
の
と
言
わ
ざ
る

　
を
得
な
い
。

（
3
）
　
通
信
時
間
が
い
か
に
短
縮
さ
れ
て
も
、
発
信
・
受
信
・
不
到
達
・
延
着
・
誤
解
等
々
の
ト
ラ
ブ
ル
は
依
然
と
し
て
跡
を
絶
た
な
い
の

　
み
な
ら
ず
、
新
た
な
通
信
手
段
に
伴
う
新
た
な
技
術
的
難
問
が
生
起
す
る
。
こ
れ
ら
の
通
信
危
険
を
発
信
者
・
受
信
者
の
い
ず
れ
に
ど
の
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程
度
ま
で
負
担
さ
せ
る
か
は
、
時
間
の
長
短
の
問
題
と
は
別
問
題
で
あ
り
、
格
別
の
処
理
を
必
要
と
す
る
現
在
的
課
題
で
あ
る
。

（
4
）
　
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
取
引
の
現
状
は
ど
う
か
。
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
取
引
形
態
に
注
意
を
要
す

　
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
商
品
の
カ
タ
ロ
グ
販
売
等
の
表
示
は
申
込
か
申
込
の
誘
引
か
。
こ
れ
に
対
す
る
承
諾
は
い
か
な
る
形
を
と

　
る
か
（
承
諾
の
形
式
・
方
法
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
形
式
に
限
定
・
指
示
さ
れ
る
か
）
。
実
際
の
契
約
締
結
は
い
か
な
る
方
法
で
行
わ
れ

　
る
か
。
実
際
上
の
ト
ラ
ブ
ル
は
ど
の
よ
う
な
形
で
出
て
く
る
か
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
等
の
諸
問
題
。

（
5
）
　
過
去
の
一
部
学
説
が
、
対
話
者
間
に
お
い
て
書
面
が
交
付
さ
れ
る
場
合
を
、
そ
の
利
益
状
況
か
ら
し
て
「
隔
地
者
」
の
一
場
合
と
扱

　
っ
て
き
た
こ
と
に
注
意
せ
よ
（
例
え
ば
神
戸
説
）
。
即
ち
こ
の
場
合
は
時
間
的
に
即
時
た
る
こ
と
よ
り
も
、
書
面
と
い
う
化
形
的
表
示
方

　
法
に
よ
る
意
思
表
示
の
内
容
の
保
存
な
い
し
将
来
の
再
現
可
能
性
が
決
定
的
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
隔
地
者
関
係
の
上
で
書
面
と
い
う
表
示
方
法
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
単
な
る
郵
送
上
の
時
間
的
隔
差
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、

　
そ
の
化
形
的
表
示
方
法
の
故
に
相
手
方
の
将
来
の
了
知
が
確
実
に
保
証
さ
れ
る
点
が
特
色
な
の
で
あ
り
、
現
代
の
通
信
機
器
の
発
達
は
、

書
面
に
よ
ら
な
い
で
も
、
表
示
内
容
の
保
存
・
再
現
を
可
能
と
し
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
ぺ
ー
パ
ー
レ
ス
通
信
機
器
）
。
こ
の
意
味
で
は
現

　
在
の
通
信
技
術
は
、
通
信
時
間
の
短
縮
と
い
う
便
宜
と
と
も
に
、
相
手
方
の
将
来
の
了
知
を
確
実
と
す
る
点
で
表
示
の
「
化
形
化
」
を
促

　
進
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
簡
易
・
迅
速
か
つ
確
実
な
通
信
は
発
信
者
・
受
信
者
の
支
配
を
離
れ
た
複
雑
な
技
術
的
仲
介
機
関
を
経
て
初

　
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
（
独
立
の
媒
介
の
存
在
U
隔
地
者
関
係
）
。

（
7
）
　
通
信
機
器
の
発
達
は
、
対
話
者
間
の
直
接
通
知
と
隔
地
者
間
の
間
接
通
知
と
の
両
面
で
進
行
す
る
。

対
話
者
（
通
知
の
直
接
性
）

隔
地
者
（
通
知
の
間
接
性
）

麟
鞭
講
鉾
狸
難
話
録
音

編
辮
鰐
懇
難
勘
駒
ト
等

（
8
）
　
あ
た
か
も
契
約
の
成
立
・
発
効
後
に
お
い
て
給
付
義
務
の
確
定
や
対
価
危
険
や
履
行
危
険
の
負
担
・
移
転
時
期
に
つ
い
て
契
約
時
・

引
渡
時
・
履
行
準
備
時
等
々
が
間
題
と
な
る
の
と
同
様
に
、
個
々
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
通
知
危
険
の
負
担
・
移
転
の
時
期
を
定
め
る

必
要
が
あ
る
。
対
価
危
険
や
履
行
危
険
が
契
約
H
法
律
行
為
の
成
立
を
前
提
と
し
た
契
約
H
法
律
行
為
の
効
力
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
の
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に
対
し
て
、
通
知
危
険
は
個
々
の
意
思
表
示
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
。

（
9
）
　
こ
れ
ら
の
意
思
表
示
に
固
有
の
問
題
の
処
理
が
そ
の
意
思
表
示
を
組
成
分
子
と
す
る
契
約
U
法
律
行
為
の
成
立
や
効
力
に
い
か
な
る

影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
1
0
）
　
契
約
上
の
権
利
内
容
の
決
定
の
如
き
は
、
そ
の
合
意
内
容
の
問
題
で
あ
る
。
例
と
し
て
利
息
・
果
実
収
受
権
・
利
息
の
発
生
等
々
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
契
約
成
立
時
期
の
決
定
の
効
果
と
し
て
契
約
成
立
時
点
に
お
け
る
市
場
価
格
で
代
金
額
が
定
ま
る
取
引
の
例
を
挙
げ
る
。

（
1
1
）
　
意
思
表
示
の
効
力
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
法
律
行
為
の
構
成
分
子
た
り
得
る
資
格
・
適
格
を
持
つ
点
に
お
い
て
、
法
律
事
実
（
甘
阜

駐
零
箒
↓
魯
鋸
9
Φ
）
と
し
て
の
意
思
表
示
が
法
律
要
件
（
↓
讐
訂
馨
き
α
）
と
し
て
の
法
律
行
為
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
神
戸
説
は
、
意
思
表
示
の
こ
の
法
律
要
件
上
の
資
格
を
、
更
に
抽
象
的
・
一
般
的
資
格
と
具
体
的
資
格
と
に
区
別
し
、
契
約
成
立

　
に
関
し
て
申
込
・
承
諾
と
い
う
個
々
の
意
思
表
示
は
そ
れ
ぞ
れ
の
到
達
に
よ
り
民
法
九
七
条
一
項
に
よ
り
、
契
約
の
組
成
分
子
た
る
抽
象

的
資
格
（
組
成
分
子
た
り
得
る
資
格
）
を
取
得
す
る
の
に
対
し
て
、
民
法
五
二
六
条
一
項
が
契
約
成
立
の
時
期
を
承
諾
の
発
信
時
と
定
め

　
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
到
達
に
よ
り
生
じ
た
抽
象
的
資
格
（
組
成
分
子
た
り
得
る
資
格
）
が
、
承
諾
の
発
信
時
に
遡
っ
て
具
体

的
・
現
実
的
資
格
即
ち
契
約
の
「
組
成
分
子
た
る
資
格
」
に
転
化
す
る
と
説
明
す
る
。

　
　
意
思
表
示
の
こ
の
法
律
要
件
た
り
得
る
資
格
と
法
律
要
件
と
の
区
別
は
、
単
独
行
為
に
つ
い
て
も
実
益
が
あ
る
。

（
1
2
）
　
意
思
表
示
の
効
力
の
一
つ
と
し
て
の
拘
束
力
に
つ
い
て
は
、
撤
回
の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
が
、
意
思
表
示
の
無
効
・
取
消
の
対
象

　
た
る
意
思
表
示
の
効
力
は
、
法
律
行
為
的
効
果
と
し
て
の
法
律
要
件
の
効
力
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
（
民
法
典
の
用
語
例
は
意
思
表
示
の

拘
束
力
に
つ
い
て
も
「
取
消
」
の
言
葉
を
用
い
る
為
に
、
撤
回
“
拘
束
力
の
問
題
と
取
消
・
無
効
H
法
律
行
為
的
効
力
の
問
題
と
の
区
別

　
が
文
言
上
不
明
確
で
あ
る
）
。

（
1
3
）
　
但
し
神
戸
説
の
よ
う
に
法
律
行
為
の
成
立
を
待
っ
て
始
め
て
無
効
の
主
張
や
取
消
権
の
行
使
が
可
能
で
、
そ
れ
ま
で
は
撤
回
の
問
題

　
あ
る
の
み
と
扱
う
の
は
、
論
理
的
で
は
あ
る
が
些
か
窮
屈
な
感
じ
が
す
る
。
将
来
法
律
行
為
が
完
成
す
る
暁
に
発
生
す
る
法
律
行
為
的
効

　
力
を
、
予
め
排
斥
す
る
意
味
で
の
無
効
・
取
消
の
主
張
が
許
さ
れ
て
も
宜
い
で
あ
ろ
う
（
相
手
方
に
と
っ
て
は
、
特
に
取
消
権
の
行
使
は

　
早
い
ほ
ど
有
難
い
で
あ
ろ
う
）
。
即
ち
こ
の
よ
う
な
無
効
・
取
消
は
、
意
思
表
示
の
効
力
と
し
て
既
に
発
生
し
て
い
る
抽
象
的
な
法
律
要

　
件
的
資
格
・
能
力
を
直
接
に
否
定
す
る
手
段
と
し
て
、
意
思
表
示
の
成
立
後
は
、
法
律
行
為
の
成
立
を
待
た
ず
に
直
ち
に
行
使
で
き
る
と

　
考
え
て
宜
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
意
思
表
示
の
撤
回
と
取
消
と
は
時
間
的
に
必
ず
し
も
前
後
関
係
に
立
つ
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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（
14
）
　
平
成
一
六
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
、
五
二
七
条
の
「
申
込
ノ
取
消
」
の
文
言
は
「
申
込
み
の
撤
回
」
へ
と
改
め
ら
れ
た
。

（
1
5
）
　
即
ち
神
戸
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
申
込
を
消
滅
さ
せ
る
方
法
と
し
て
（
1
）
申
込
の
効
力
発
生
前
に
申
込
を
消
滅
さ
せ
る
方
法
、
（
2
）

申
込
の
承
諾
能
力
を
消
滅
さ
せ
る
方
法
、
（
3
）
申
込
の
効
果
意
思
の
内
容
の
実
現
た
る
効
力
を
消
滅
さ
せ
る
（
法
律
行
為
た
る
契
約
を

消
滅
さ
せ
る
）
方
法
と
の
三
個
の
方
法
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
神
戸
説
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る

≦
こ
R
歪
昌
》
鳥
①
魯
建
轟
と
い
う
よ
う
な
第
二
・
第
三
の
場
合
の
区
別
を
日
本
民
法
は
用
語
上
で
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
共
に
「
取

消
」
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
三
個
の
場
合
の
方
法
は
各
自
そ
の
特
質
を
有
し
要
件
・
効
果
を
異
に
す
る
故
に
本
来
は
正
確
に
区
別
す

　
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
戸
説
に
よ
れ
ば
五
二
七
条
は
、
第
二
の
方
法
と
し
て
の
『
取
消
』
に
つ
い
て
「
申
込
ノ
到
達
後
、
承
諾

　
ノ
通
知
ノ
発
送
前
二
於
テ
ノ
ミ
申
込
ノ
取
消
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
許
ス
旨
且
之
二
対
ス
ル
例
外
」
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
（
『
契
約

総
則
』
三
二
八
頁
（
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
㈹
』
二
一
二
頁
）
）
。

（
1
6
）
　
従
来
問
題
と
さ
れ
て
い
る
売
主
蝦
疵
担
保
責
任
の
規
定
と
錯
誤
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
契
約
固
有
の
問
題
（
契
約

　
上
の
履
行
責
任
な
い
し
法
定
責
任
と
し
て
の
契
約
解
除
・
損
害
賠
償
責
任
の
原
因
と
し
て
も
契
約
の
効
力
の
問
題
）
と
個
々
の
意
思
表
示

　
に
固
有
の
問
題
と
し
て
、
両
者
を
問
題
の
次
元
が
異
な
る
も
の
と
し
て
見
る
か
（
競
合
論
）
、
そ
れ
と
も
問
題
の
連
絡
し
た
も
の
と
し
て

理
解
す
る
か
（
法
条
競
合
論
）
で
処
理
が
異
な
る
。

　
　
錯
誤
は
個
々
の
意
思
表
示
に
お
け
る
意
思
と
表
示
と
の
符
合
の
有
無
の
問
題
で
あ
り
、
暇
疵
担
保
は
合
意
さ
れ
た
契
約
の
内
容
・
目
的

　
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
故
に
、
単
純
に
錯
誤
が
一
般
法
の
問
題
、
蝦
疵
担
保
が
特
別
法
の
問
題
と
し
て
法
規
の
適
用
関
係
を
論
ず
る
こ
と

　
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
両
条
は
無
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
も
一
つ
の
態
度
決
定
で
は
あ
る
。

　
　
然
し
な
が
ら
売
買
の
目
的
物
の
性
質
・
蝦
疵
を
巡
る
紛
争
（
即
ち
そ
の
一
つ
の
場
面
と
し
て
も
性
質
錯
誤
の
問
題
）
は
、
売
主
・
買
主

　
の
利
益
裁
断
の
一
環
と
し
て
、
蝦
疵
担
保
責
任
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
（
特
に
売
主
の
履
行
危
険
負
担
の
時
間
的
限
界

　
と
し
て
の
暇
疵
担
保
責
任
の
権
利
行
使
期
問
の
限
界
）
、
目
的
物
の
性
質
錯
誤
に
関
す
る
限
り
、
錯
誤
の
規
定
は
毅
疵
担
保
責
任
に
吸
収

　
さ
れ
る
も
の
と
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
P
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解
題
1

　
本
稿
は
、
平
成
九
年
六
月
二
六
・
二
七
日
に
筆
者
が
慶
慮
義
塾
を
定
年
退
職
す
る
に
際
し
て
行
っ
た
、
研
究
報
告
の
記
録
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
義
塾
法
学
部
の
大
先
輩
に
あ
た
る
神
戸
寅
次
郎
先
生
の
畢
生
の
研
究
で
あ
る
、
意
思
表
示
と
法
律
行
為
に
関
す
る
独

自
の
学
説
を
追
究
し
て
、
そ
の
現
在
の
法
律
学
に
及
ぼ
す
学
問
的
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
研
究
会
は
二
度
に
わ
た
っ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
前
半
部
分
が
本
問
題
に
対
す
る
筆
者
の
問
題
意
識
の
提
示
と
そ
れ
に
基
づ
く
意
思
表
示
す
な
わ
ち
民
法

九
七
条
論
に
あ
た
り
、
そ
の
後
半
部
分
が
そ
れ
を
承
け
て
法
律
行
為
－
契
約
1
す
な
わ
ち
民
法
五
二
六
条
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
元
来
筆
者
自
身
の
独
立
し
た
研
究
成
果
を
世
に
問
う
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
か
ね
て
よ
り
学
問
的
関
心
を
持
っ
て
い

た
神
戸
学
説
を
、
解
釈
方
法
論
の
上
で
筆
者
な
り
に
ど
こ
ま
で
追
い
切
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
率
直
に
告
白
し
て
、
神
戸
学
説
の
更

な
る
検
討
を
、
義
塾
法
学
部
の
新
た
な
研
究
者
諸
君
に
託
し
た
い
と
の
願
い
に
出
づ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幸
い
に
し
て
当
日
研
究
会

に
出
席
さ
れ
た
諸
兄
姉
よ
り
活
発
な
批
判
や
議
論
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
後
日
に
片
山
直
也
教
授
よ
り
書
面
を
も
っ
て
懇
切
丁
重
な

質
疑
を
お
受
け
し
た
の
で
、
同
教
授
の
お
許
し
を
得
て
、
こ
れ
を
付
録
の
よ
う
な
形
で
将
来
本
論
に
加
筆
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
今
更
法
学
研
究
誌
上
に
発
表
す
る
こ
と
に
、
逡
巡
す
る
気
持
ち
も
あ
る
が
、
あ

の
研
究
会
を
主
催
さ
れ
た
森
征
一
教
授
（
前
法
学
部
長
）
、
三
上
雅
通
弁
護
士
と
池
田
真
朗
教
授
よ
り
重
ね
て
強
力
な
ご
要
請
を
お
受

け
し
て
、
あ
え
て
公
刊
に
踏
み
切
る
こ
と
と
し
た
。
筆
者
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
汲
み
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
な
お
本
稿
の
上

梓
に
際
し
て
、
粗
雑
難
読
な
原
文
を
公
刊
に
耐
え
る
ま
で
に
整
理
し
て
下
さ
っ
た
三
上
雅
通
氏
と
片
山
直
也
・
北
居
功
両
教
授
の
ご

援
助
に
対
し
て
は
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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